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弁護士法人

 新緑の息吹が大地に満ちあふれる季節になりました。日本経

済も明るい萌しが見えてまいりました。司法の世界では、４月１日

から公益通報者保護法が、５月1日からは新会社法が施行され

ます。弊事務所もこれに関する法的サービスに万全の体勢を敷

いておりますので、お気軽にご相談ください。

　三浦章生弁護士が財務省関東財務局証券取引検査官とし

て出向しておりましたが、この度無事２年間の任期を全うし、ゴー

ルドマン・サックス証券会社の社内弁護士として移籍いたしまし

た。今後とも、私どもと同様ご厚誼を賜りますようお願いいたします。

　ところで、グローバル化する日本企業において最大のマーケッ

トである、アメリカと中国における特許出願の増加と知財紛争・

訴訟の増加等に伴い日本企業において如何にその知財戦略

を有効に行うか、さらには、その危機管理対策を如何に行うか

がビジネス戦略上、極めて重要になってきています。そこで、当
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　　そして、実際にある株主に対して相続が発生

した場合に、会社がその相続人に対して売渡請

求を行なうのかどうかについては、その都度、株

主総会（特別決議）を経て決定する必要がありま

す（１７５条１項、３０９条２項３号）。

　　会社が、相続人に対して売渡しの請求ができ

る期間は、その会社が相続その他の一般承継が

あったことを知った日から１年となります（１７６条１項）。

その期間を経過するともはや売渡しの請求をす

ることはできません。

　　会社が、相続人等に対して、売渡しの請求を

行なった後、売買価格については、会社と相続人

等の間で協議して決定するのが原則ですが、協

議がまとまらない場合には、売渡しの請求の日か

ら２０日以内に裁判所に対して売買価格決定の

申立をしなければ、売渡しの請求の効力は失わ

れてしまいます（１７７条１項、２項、５項）

第３　種類株式の活用

１　概要

　  現行商法においても数種の株式として、配当を

優先するような株式（優先配当株式）や議決権を

制限するような株式（議決権制限株式）等の発

行が認められていましたが（現行商法２２２条）、

新会社法ではこれら数種の株式について整理、

見直しが行なわれました。その結果、今まで以上

に自由に種類株式を発行することができるように

なり、事業承継の場面での活用も考えられるよう

になっています（以下では、便宜上、事業承継者A、

非承継者B、Cが存在するという前提で述べます）。

なお、種類株式を発行する場合には、やはり定款

の規定が必要となります。

2　具体的な活用例

 （１） 議決権制限株式

　　現行商法では議決権制限株式の総数は発行

第１　はじめに

　　いよいよ平成18年5月1日、新会社法が施行さ

れます。新会社法が施行されると既存の株式会社、

有限会社にも適用されることになり少なからず影

響を受けることになりますので、その概要につい

て事務所ニュース第４１号（2006年1月発行）で「既

存の株式会社、有限会社に与える影響について」

という形でご紹介させていただきましたが、今回は、

事業承継の場面での新会社法の活用法として、

①相続人に対する売渡請求制度、②種類株式

の活用の２点についてご紹介させていただきた

いと思います。

第２　相続人等に対する売渡請求制度

１　制度の概要

　　これは、新会社法で新設された制度です。本来、

株式は譲渡自由なものですが、日本の多くの株

式会社では会社の閉鎖性の維持、すなわち知ら

ない者が株主となるのを避けるという目的を達成

するために、定款に株式の譲渡制限（株式を譲

渡するには取締役会の承認を要する。）の定め

をおき、取締役会の承認を得ずに新たな者が株

主となることを防止する手当てをしています。

　　しかし、例えば相続のような場合には譲渡制限

株式といえども当然に相続人に移転すると解釈

されており、株式の譲渡制限の規定だけでは会

社の閉鎖性を十分に維持できないのが現状でし

た。

　　そこで、新会社法では、一定の期間内に会社

が相続人等に対して、「当該株式を売り渡すこと

を請求することができる」という制度を創設しまし

た。

　　この制度を利用することにより、相続による株

式の分散を防止し円滑な事業承継へ役立てる

ことも可能となります。

２　同制度を利用するために必要な手続

　　この制度を利用するためには、「定款の定め」

が必要です（１７４条１項）。具体的には定款変更

手続を行い（株主総会の特別決議が必要となり

ます）、定款に次のような規定を置く必要がありま

す。

定款例：

当社は、相続その他一般承継により当会社の

株式を取得した者に対し、当該株式を当会社

に売り渡すことを請求することができる。



済株式総数の２分の１を超えることができないとされ

ています（現行商法２２２条５項）。これに対して、

新会社法では公開会社については同様の規制

が残されますが、非公開会社（発行するすべて

の株式の取得について当該株式会社の承認を

要する会社。いわゆる譲渡制限会社）については、

議決権制限株式の発行限度の規制は撤廃され

ました（会社法１１５条）。従って、非承継者B、C

の法定相続分に従えば株式総数の５０％を超え

ますが、これらすべてを議決権制限株式とするこ

とも可能となります。

（２） 拒否権付株式

　　事業承継者Aが拒否権付種類株式を保有し

ておくことにより、非承継者B、Cが株主総会にお

いて一定の議案を提案し可決したとしても、それ

を拒否することが可能となります。

（３） 取得条項付株式

　　非承継者B、Cの株式を取得条項付株式とし

ておくことにより、一定の事由が生じたことを条件

として、会社がB、Cの株式を取得することが可能

となります。なお、すでに発行済の種類株式につ

いて事後的に定款変更をして取得条項をつける

ことも可能ですが、その場合はその種類株主全

員の同意が必要となる等要件が加重されます。

3　その他

　　以上、事業承継の場面での活用が考えられる

種類株式を挙げましたが、これ以外の種類株式

も存在しますし、上記を組み合わせた種類株式

を発行することも可能です。

　　なお、種類株式ではありませんが、非公開会社

については、定款で定めることにより議決権等に

ついて株主ごとに異なる取扱いを定めることもで

きます（現在でも有限会社ではこのような取扱い

が認められていました）。非承継者BやCに相続

される株式について、BやCという株主の個性に

着目して定款により議決権を制限することも考え

られます。

第４　最後に

　　以上のように、新会社法は事業承継の場面で

もいろいろと活用が考えられます。ただ、事業承

継という事態が発生してから対応を考えたので

は活用できない制度もあります。あらかじめ各種

制度の活用方法を検討し、きたるべき事業承継

に備えることが肝要です。なお、事業承継は相続

という場面と関連して問題となるケースが多いと

考えられますので、当然のことながら相続税等の

課税面についても十分に検討したプランを立て

ることが大切です。
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労働審判制度の創設

弁護士　　鈴　木　秋　夫

１　初めに
(1)  個別労働関係民事紛争が昨今増加していることに鑑

み、これを迅速・公平・適正に解決することを目的として、
平成16年5月12日に労働審判法が成立し、平成18年4月1
日から施行されます。

　　すなわち、労働審判法は、個別労働関係民事紛争に関
して、裁判所において、裁判官（労働審判官）及び労働関
係に関する専門的な知識経験を有する者（労働審判員）
で組織する労働審判委員会が、当事者の申立により、事
件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合
にはこれを試み、その解決に至らない場合には、個別労働
関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつ
つ事案の実情に即した解決をするために必要な労働審
判手続を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適
正かつ実効的な解決を図ることを目的としています（法1条）。

(2)　そして、労働審判制度の特色としては、迅速に、専門的
に、事案に即した実効的な解決を図ることにあります。

　　迅速性としては、第1回期日が充実され（規則9条）、主
張立証は第２回期日終了までとされ、3回以内の期日で決
着することになり（法15条2項）、申立書・答弁書以外は口
頭主義が採られ（規則17条1項）、関係者に迅速手続義
務が課され（法15条1項）、複雑な事件は審判によらずに
終了することになります（法24条）。

　　専門性としては、労使の労働審判員各１名と労働審判
官による労働委員会が審理を行い（法7条）、労働審判員
は労働関係に関する専門的な知識経験を有する者の中
から任命され（9条2項）、地方裁判所で実施されます（法
2条）。

　　実効性としては、権利関係を踏まえつつ事案の実情に
即した審判を行い（法1条）、紛争解決のために相当と認
める事項を定めることができます（法20条2項）。

２　労働審判制度の概要
(1)　対象事件としては、個別労働関係民事紛争、つまり、労

働関係に関する事項について個々の労働者と事業主と
の間に生じた民事紛争に限られます（法1条）。

　　そのため、集団的労使紛争、労働者同士の紛争、労働
者と労働組合の紛争、賃上げ等の利益紛争などは対象
外とされています。

(2)　管轄は、地方裁判所が管轄するとされていますが（法2
条）、当面は本庁のみで実施して、支部では実施しないこ
とになっています。

(3)　申立の方式は、一方当事者の申立で開始され（法5条1
項）、相手方の同意は不要です。現実的には労働者が申
立人になることがほとんどであると思われます。

　　なお、申立書に貼用する印紙代としては、訴訟の半分と
なっています。

(4)　代理人については、原則として弁護士に限定されますが、
裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続
の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは弁護
士でない者を代理人として許可することができます（法4
条1項）。

(5)　労働審判員会については、職業裁判官である労働審
判官が指揮するものの、審判は裁判官1名と労働関係に
関する専門的な知識経験を有する審判員2名によって構
成される労働審判委員会の過半数の決議によるものとな
っており、労使委員が表決権を持たない労働委員会のよ
うな参与委員制度とは異なります。

　　労働審判員には、労使関係の専門的な知識経験が要
求されますが、労働関係の実際は、業種や企業規模など
によって相当に多様ですので、裁判所が労働審判委員を
指名する場合には、審判員の有する知識経験を勘案す
ることが必要となります（法10条2項）。但し、労働審判員は、
労働者側または使用者側の利益を代表する者として労
働審判手続に関与するのではなく、専門家として、中立か
つ公平な立場において、労働審判事件を処理するために

必要な職務を行うことになっています（法9条1項）。
(6)　迅速な審理を行うことが想定されており、特別の事情

がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結
しなければならないとされています（法15条2項）。なお、
調停は、期日において随時可能とされています（法1条）。

(7)　労働審判手続は、非公開を原則としているが、労働審
判委員会が相当と認める者の傍聴を許すことができます

（法16条）。
(8)　労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間

の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働
審判を行うこととされています（法20条1項）。

(9)　労働審判に不服のある当事者は、不変期間である2週
間以内に異議の申立てができ（法21条 1項）、その場合
には労働審判は効力を失います（法21条3項）ので、執行
力もありません。一方、異議の申立てがないときは、労働
審判は、裁判上の和解と同一の効力を有しますので、執
行力が生じます（法21条 4項）。

　　そして、労働審判に対して異議の申立てがあったときは、
労働審判手続の申立時に、労働審判がなされた地方裁
判所に訴えの提起があったものとみなされます（法22条 
1項）。また、労働審判委員会は、事案の性質に照らして、
労働審判を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のた
めに適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了さ
せることができますが（法24条 1項）、その場合にも訴え
提起が擬制されます（法24条 2項）。

　　なお、訴え提起が擬制される時の地方裁判所において
は、新たに初めから審理を行うことになり、審判記録は引
き継がれません。

(10)　労働審判手続の申立があった事件について訴訟が
係属しているときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終
了するまで訴訟手続を中止することができます（法27条）。
つまり、労働審判手続が訴訟に優先されることになります。

３　使用者側における留意点
(1)　労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き、3回

以内の期日において審理を終結しなければならないとさ
れており、また、審判申立日から40日以内の日に第1回期日
が指定されるとともに、申立人が第1回期日までに準備す
るのに必要な期間を置いて答弁書の提出期限が定めら
れます。

　　そのため、答弁書の準備期間が実質的に見て30日弱
しかなく、代理人弁護士へ依頼するまでの期間を考慮す
ると、準備期間はさらに短くなる可能性があります。

(2)　第1回期日においては、当事者の陳述を聴いて争点及
び証拠の整理をし、第1回期日において行うことが可能な
証拠調べを実施することになり、口頭でやりとりがなされま
す。

　　そのため、第1回期日までに、証拠調べに対する準備は
概ね済ませておく必要があり、労働契約書、就業規則、退
職金規程などの基本的な証拠の収集のみならず、陳述
書の準備や審尋の準備まで行う必要があります。

(3)　労働審判委員会は、審理の終結に至るまで労働審判
手続の期日において調停を行うことができますので、決済
権限のある者の同行や調停案に対して予め具体的に詰
めることも必要になります。

(4)　労働者側にとっては、従来の仮処分命令申立や訴訟
提起に加えて、労働審判手続申立という手段を用いるこ
とができるようになりましたが、平成18年4月1日の施行日以
降には、労働審判手続申立がなされる可能性があり、使
用者側にとっては第1回期日までに必要な準備事項が多
数存在しています。

　　そのため、使用者側が労働審判手続申立をされた場
合には、できるだけ早期に弁護士事務所に相談に行って、
第1回期日までの準備に取り掛かることが必要であると考
えられます。
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2000年10月�
最高裁判所司法研修所修了
（53期）
大阪弁護士会登録
（中央総合法律事務所入所）

2002年8月
宅地建物取引主任者登録

2003年1月
行政書士試験合格

2004年5月
管理業務主任者登録

2006年1月
社会保険労務士登録

〈取扱業務〉
民事法務、商事法務、
会社法務、金融法務、
倒産法務、家事相続法務

弁護士

鈴木 秋夫
（すずき・あきお）



内部統制システムの構築について

弁護士　　藤　井　康　弘

第１　はじめに
　　最近、情報漏えい、粉飾決算等の企業の不祥

事が相次いでおり、企業における内部統制シス
テム・リスク管理体制の構築は重要なものとなっ
ています。

　　５月１日施行予定の会社法においては、内部統
制システムの構築は、取締役会設置会社では取
締役会の専決事項とされており（会社法362条4項）、
さらに大会社においては、取締役会設置の有無
にかかわらず、内部統制システムの整備に関す
る決定が義務づけられました（同法348条4項、
362条5項）。また、大会社でない会社においても、
取締役は、善管注意義務の一環として内部統制
システムの構築の義務を負っていると解され、事
業の規模、性質に応じた適切な内部統制システ
ムの構築は不可欠です。

第２　内部統制システムの内容について
　１　内部統制システムの内容としては、会社法及

　び同施行規則には、法令遵守体制、リスク・情
　報管理体制、業務の効率化、実効性確保の
　観点から定めるべき項目が定められております。

　２　法令遵守体制の整備
　　　まず、法令遵守体制の整備としては、以下の

　項目の体制の整備が求められています。
　　①　取締役の職務の執行が法令及び定款に

　　適合することを確保するための体制（同法
　　348条3項4号、362条4項6号）

　　②　使用人の職務の執行が法令及び定款に
　　適合することを確保するための体制（会社
　　法施行規則98条1項4号、100条１項4号）

　　③　当該株式会社並びにその親会社及び子
　　会社からなる企業集団における業務の適
　　性を確保するための体制（同規則98条1項
　　5号、100条1項5号）

　　　以上については、法令遵守に関するマニュ
　アル、企業倫理規範の策定や、当該内容の従
　業員に対する周知、徹底のための研修の実
　施等が考えられます。また、法令遵守に関して
　は、公益通報者保護制度の活用も考えられます。

　３　リスク・情報管理体制の整備
　　　次に、リスク・情報管理体制の整備としては、

　以下の項目の体制の整備が求められています。
　　①　取締役の職務の執行にかかる情報の保

　　存及び管理に関する体制（同規則98条1項
　　1号、100条1項1号）

　　②　損失の危険の管理に関する規程その他
　　の体制（同規則98条1項2号、100条1項2号）

　　　かかる体制の整備については、まず、自社が
　保管する情報及び保有するリスクの把握が重
　要となります。そして、把握されたリスク及び情
　報をもとに、当該情報の重要性及び当該リスク
　の危険度に応じて、管理責任者、管理部署の
　設定、さらに、情報管理規程、リスク管理規程
　の策定等を行うことが考えられます。また、管
　理体制が十分に機能しているか監査する体
　制もあわせて整えることが重要です。

　４　業務の効率化に関する体制の整備

　　　さらに、業務の効率化に関する体制の整備
　としては、次の項目の体制の整備が求められ
　ています。

　　①　取締役の職務の執行が効率的に行われ
　　ることを確保するための体制（同規則98条
　　1項3号、100条1項3号）

　　　法令遵守、リスク・情報管理体制が重要な
　ことは当然であるとしても、これらにより不必要
　に業務の効率化が阻害される場合には、企
　業として成り立ちません。

　　　そこで、法令遵守、リスク管理体制と業務の
　効率化のバランスを図りながら、適切な権限
　委譲及びその監視を行う体制を整える必要
　があると思われます。

　５　実効性の確保に関する体制の整備
　　　さらに、監査役設置会社においては、以下

　の項目を定める必要があります。
　　①　監査役がその職務を補助すべき使用人

　　を置くことを求めた場合における当該使用
　　人に関する事項（同規則98条4項1号、100
　　条3項1号）

　　②　前号の使用人の取締役からの独立性に
　　関する事項（同規則98条4項2号、100条3
　　項2号）

　　③　取締役及び使用人が監査役に報告する
　　ための体制その他の監査役への報告に関
　　する体制（同規則98条4項3号、100条3項3号）

　　④　その他監査役の監査が実効的に行われ
　　ることを確保するための体制（同規則98条
　　4項4号、100条3項4号）

　　　以上のとおり、監査役には、内部統制システ
　ムにおいて重要な役割が期待されているとい
　えます。

第３　内部統制システムの開示及び監査役（会）
　 による監督

　１　内部統制システムの内容については、事業報
　告の内容とされています（同規則118条2号）。
　そして、その事業報告は、株主に対して提供さ
　れることとなり、株主からも、内部統制システム
　の内容についてチェックを受けることになります。

　２　また、監査役または監査役会から、監査報告
　において、内部統制システムの内容が相当で
　ないときはその旨及び理由が述べられること
　になっております（同規則129条5号、130条2
　項2号）。

 第４　最後に
　　内部統制システムの構築にあたっては、各企業

におきまして、現在の自社における情報・書類等の
保存・管理方法、リスク管理方法、各部署の連絡
体制、監視体制等の把握からはじめて頂きたいと
思います。その上で、上記項目をふまえて現在の
体制について改善の必要性がないか、また上記
項目のうち欠けている項目が自社に必要ないか等
の検討を行い、内部統制システムが実質的に機
能するように各企業に応じた独自の内部統制シス
テムの構築を進めて頂きたいと思います。

〈出身大学〉

同志社大学法学部

〈経歴〉

2002年10月

最高裁判所司法研修所修了

（55期）

大阪弁護士会登録

中央総合法律事務所入所

〈取扱業務〉

民事法務、商事法務、

会社法務、家事相続法務等

藤井 康弘
（ふじい・やすひろ）

弁護士



第１　はじめに

　　さる２００５年１０月３日、債権譲渡の対抗要件に

関する民法の特例等に関する法律の一部を改

正する法律（平成１６年法律第１４８号）（以下「特

例法」と略称します。）が施行されました。本稿で

は、改正の概要をご説明いたします。

　　改正の大きなポイントとしては①動産譲渡にか

かる登記制度の創設②債権譲渡登記の対象を

債務者不特定の将来債権譲渡についても拡張

するというものです。

　　改正の趣旨は、①については動産担保の実効

性・安定性を高め、企業の資金調達の円滑化を

図る点にあり、②については、近時、賃料債権、リ

ース債権及びクレジット債権などにつき、債務者

不特定の将来債権を担保目的または流動化・証

券化目的で譲渡し、資金調達を行なうという実務

界の強い要請を受けてその公示方法を創設しよ

うという点にあります。

　　以下、若干敷衍してご説明します。　

第２　動産譲渡登記

 １ 登記対象・効力

　　動産譲渡登記の対象となるのは法人が譲渡

人となる動産譲渡であり、個人が譲渡するものは

対象となりませんが、集合動産か個別動産かは

問いません。また登記の目的についても担保目的

に限定されておりません。

　　この登記がされると、引渡を対抗要件とする民

法１７８条の特例として、登記をもってその権利変

動を第三者に対抗することができます。

 ２ 登記の存続期間

　　登記の存続期間は特別の事由がない限り、１０

年を超えることは出来ません。特別の事由につい

ては、例えば譲渡担保の償還期間が１０年を超え

ている場合等がこれに該当すると思われます。

 ３ 登記の開示対象者

　　登記事項の概要（概要記録事項証明書ない

し登記事項概要証明書による）については何人

に対しても開示するものであり、全部については

当事者及び動産譲渡の利害関係人、譲渡人の

使用人に開示されることになっています。

　　概要記録事項証明書については、登記原因・

日付、動産の特定にかかる事項、存続期間が証

明事項として除外されており、登記事項概要証

明書（指定法務局のみで交付請求が可能）では

動産の特定にかかる事項が証明事項として除

外されています。

 ４ 即時取得の可否

　　なお、従前の即時取得に関する判例法理に照

らせば、動産譲渡登記の経由により（現実の占

有を移転しない場合）、民法１９２条に定める即時

取得が成立することはないと解されます。

 ５ 代理人占有の免責

　　代理人によって占有されている動産については、

動産登記上の譲受人が代理人に対し引渡請求

を行った場合には、代理人は遅滞なく本人に対

して、当該請求に異議がある場合にはこれを述

べるべき旨を催告し、その期間内に異議を述べ

ない場合には、動産を引き渡せば仮に譲受人が

実体上の無権利者であったとしても免責されるも

のとなっています。

 ６ 留意点

　　金融機関が、動産を担保として徴求する場合

には、動産譲渡登記の対象となっているかを確

認しないと、注意義務違反があると評価される可

能性があるため、その点留意が必要です。

第３　債権譲渡にかかる登記の見直し

 １ 債権総額の記載について

　　将来債権については見積額と現実に発生す

る債権額との間に乖離が生じることが通常です。

したがって、債務者が特定していない将来債権

の譲渡については、譲渡にかかる債権総額を記

載することに合理性はなく、かえって混乱を招き

かねないため、特例法においては登記事項とは

しないものとしています。なお、既発生債権譲渡

については、従前通りです。

 ２ 登記の存続期間

　　登記の存続期間は特別の事由がない限り、１

０年を超えることは出来ません。特別の事由につ

いては、先に述べたとおりです。

 ３ 登記事項証明書の交付請求権者

　　登記事項証明書の交付請求権者に、譲渡人

の使用人も加えられました。使用人が、請求権者

とされている趣旨は、使用人は雇用者に対して

労働債権を有しているところ、企業が破産した場

合、譲渡に係る債権は破産財団を構成せず、使

用人の労働債権に対する配当原資が減少する

ことになるため、使用者も債権譲渡に強い関心を

有している点に配慮したものです。

 ４ 債権譲渡登記事項概要ファイルの創設

　　従前は、債権譲渡登記がされると、法人登記

簿にその概要が記録されることとなっていましたが、

法人の無用な信用不安を招くことになることや債

権譲渡の登記申請中は他の登記申請が受けつ

けられない状態になる等の弊害が指摘されてい

たため、従前の取扱いは廃止し、別途債権譲渡

登記事項概要ファイルを設けることになりました。

動産・債権譲渡特例法

弁護士　　瀧　川　佳　昌

〈出身大学〉
京都大学法学部

〈経歴〉
2003年10月
最高裁判所司法研修所修了
（56期）�
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所入所
（15年10月）

〈取扱業務〉
金融機関を中心とする債権
回収（保全・訴訟・執行）、そ
の他業務全般に対する法律
相談。企業の清算手続、消費
者契約、不動産取引等請負
紛争、民事商事法務全般。

弁護士　

瀧川  佳昌
（たきがわ・よしまさ）



〈出身大学〉
京都大学法学部

〈経歴〉
1959年4月�
最高裁判所司法研修所修了
（11期）
裁判官任官
東京高等裁判所、大阪高等
裁判所、大阪地方裁判所等
の裁判官および最高裁判所
調査官として民事裁判に携
わる。

京都家庭裁判所所長、京都
地方裁判所所長、高松高等
裁判所長官歴任

1999年11月
高松高等裁判所長官を定年
退官

2000年1月�
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所入所

〈現在〉
日本調停協会連合会副理事長
近畿調停協会連合会会長
大阪民事調停協会会長

〈取扱業務〉
民事法務、商事法務、会社
法務、金融法務、倒産法務、
行政法務、家事相続法務

弁護士

川口  冨男

人が育つ

裁判エッセイ １7 ●

　ワインの好きな著名な学者Ｋ博士とワイン博士
ともいうべきＨ会長と一緒にフランス料理を食べ
ていましたら、当然のこととしてワイン談義になりま
した。何年のワインが良いなどという話題が出た
流れの中で、Ｋ博士が「ワインにも出来不出来の
年があるようだが、どうも人間にもあるようだ。湯川
さんと朝永さんは旧制高校、大学を通じて一緒だ
った。私の経験でもある年の学生はよく出来るが、
ある年の学生はそうでもないということがあった。
どうしてそうなのか。何かあるのだろう」と話され
ました。湯川さんと朝永さんは、卒業後もお互いを
意識するよきライバルであったようです。
　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　木でも、メタセコイヤなどは何本かが群れてい
ないと育たないと聞きますし、松などは一本だけ
でも育ちますが、集団でいる松は、一本だけでい
る松とは違った伸び方をするように思います。集
団でいる松は、お互いに助け合うという利点を生
かしながら、他方では早く成長しないと日陰の木
になってしまうから他の木に負けまいと背伸びをし、
根も張らなければならず、結果として太く大きく育
つことになるのでしょうか。
　同じ木でも、土地によって成長の度合いが随
分違うように思います。関東の木は成長がとくに
良いようで、これは同じ頃に出来た関東と関西の
ゴルフ場に新たに植えられた松を比べれば歴然
としています。関東の方が１．５倍位成長が早いよ
うに思います｡街路樹でも、東京と大阪には大きさ
に違いがあり、プラタナスを例にとっても明らかに
東京の方が太く大きいのです。関東ローム層が
関係しているようです。つまり地盤の違いからくる
成長の差です。井伏鱒二も随筆「荻窪風土記」
に「ケヤキの木やムクの木など、こんなに早く茂る
土地は関東以外ではどこにあるか」と書いていま
す。日比谷公園の巨木群や千鳥ヶ淵等の桜にも
その例を見ることができます。
　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　昔の受験制度では、東大や京大等の旧帝大
系を中心とする一期校とその外の二期校に分か
れていましたが、何年か前に、たしか受験生に機
会を与えるためということで、東大を始めとするグ
ループと京大を始めとするグループに分けるとい
う案が出てきたことがあります。大方の大学が受
け入れそうになりましたが、京大法学部が独自に
入学試験をするという構想まで出して断固反対
を申立てたので、当初の案が、各校とも前期と後
期に試験をするということに落ち着き、現在に至
ったという経緯があります。
　京大法学部がその時大勢や世論に強硬に反
対した理由は、関係者から聞いたところではこう
いうことであったようです。
　新幹線で東京と関西が近くなっている現在、
当初の案だと最優秀者は自然東大に行ってしまい、
京大には２番手がくることになるだろう、それはい
けない。何故か。京大法学部の存在理由は、最
優秀の学者を擁することにあり、そうして東の学
者と並び立ち、東西で切磋琢磨することで、日本の
学問水準が保てるのであり、そうしてこそ学問の

深化発展、そして日本の発展がある。また最優秀
の学者を擁してこそ、真に優秀な学生を誘引し、
かつこれを育てることができるのだ。そして最優
秀の学者を育てるには、最優秀の学生がある程
度の量いないといけない。たとえ最優秀の資質
を持つ人がいても少数では、最優秀にはなりきら
ない。大勢いる最優秀グループの中においてお
いてこそ、真の最優秀になりうるのである、と。
　最優秀者でも一人だけでは真の最優秀者に
はなりきらない、というのは長年の経験からくる知
恵と言ってよいでしょう。それは、最優秀者同士
が競い合うということもあるでしょうが、より重要な
のは、法学は高度の常識を求めるものなので、競
い合いや親睦の中でバランス感覚を磨き、常識を
涵養するところとにあるのだと私は考えます。
　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　裁判所は全国津々浦々にあります。そしてそ
れぞれの裁判所は中央の出先機関ではなく、独
立して裁判をしています。そして裁判では、国民
は自分の事件を担当する裁判官を選べませんし、
裁判官は担当した事件をその終わりまで担当す
ることになっています。隣にいる裁判官が優秀だ
から、或いはその問題を得意とするからそちらに
移すといったことは許されません。裁判の公平を
確保するためです。また優秀な裁判官がどこか
大都会にいて全部を指揮すればよいということも
できません。これは裁判独立の原則に反します。
医者の場合は優秀な医者を患者が選べばよい
のだし、医者同士で患者を転医することもできます。
いやむしろ医者の方で積極的により適切な医療
機関に患者を転医する義務がある場合があると
まで言われています。
　ですから裁判所では全国津々浦々に優秀な
裁判官を配置しておかなければならないのです。
ここで優秀な裁判官というのは、学力優秀に特
化するのではなく、裁判官として優秀、つまり事件
のことがよく分かり、当事者の痛みに共感でき、全
体としてバランスのよい判断が素早くできるという
イメージです。
　おのずから大勢の優秀裁判官が必要になりま
すから、その母体がなければなりません。そのた
めにはより大勢の良好集団と人が育つ環境が必
要です。特に自然なバランス感覚に富む裁判官
が大切ですが、バランス感覚は、よいバランス感
覚をもつ多くの人との交わりの中でこそ育まれる
ものなのです｡
　全国津々浦々の裁判所をいつも最高の人的
資源で維持することは困難なことでしょうが、それ
だけに組織側と裁判官側の絶えざる努力が不
可欠です。と同時に私たち国民側も、裁判所のこ
うした構造からくる困難性を理解した上で、「裁
判を受ける権利」を実効あらしめるために、良い
裁判官を全国に配置すること、それを可能にす
るための制度や施策を国と裁判所に求めていか
なければなりません。
　よい司法制度も持つことは、その国の文化の
バロメターでもあるのです。
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会社法と税法の乖離　（役員賞与の取扱い）

　会社法が、平成17年6月に成立し、それに
伴って商法の会社編が削除されました。税法
の所得計算は、商法を前提として構成されて
いましたので、今後は会社法に準拠して所得
の計算をすることになります。ところが会社法
と税法との所得の計算において、取扱いに乖
離している項目があります。勿論、会社法は
主として株主に対する配当可能利益を算定
するものであるのに対し、税法は課税負担の
能力を測定するもので、それぞれ目的が異な
っていますので、すべての項目が一致するこ
とはありません。その中で注目されるのは、役
員賞与の取扱いです。

　会社法における役員賞与
　会社法において役員賞与の取扱いが改正
されました。この改正は会社法においてでは
なく、平成14年の商法改正によるものです。
従来、役員賞与は利益処分として取り扱うべ
きものとし、慣習上も利益処分とされていたも
のを、役員報酬と同様に、労務の対価として
費用処理すべきものとされたのです（商法
269条）。このことは利益処分とされていた役
員賞与を、企業の費用として取り扱うという意
味において、商法の基本的な考え方を転換し
たものといえます。この考え方は、そのまま会
社法に採り入れられ、役員報酬と役員賞与の
支給方法を同一の条文で規定しています（会
社法361条）。
　企業会計では、会社の利益は職務執行の
成果であり、この功労に報いるために支給さ
れる役員賞与は職務執行の対価と考えてい
ます。会社法施行後は、役員賞与を企業から
受ける財産上の利益として整理し、支給手続
は役員報酬と同じ条文で示されていることから、
役員賞与は費用として処理することが適当で
あるとしています（会計基準）。

　税法における役員賞与
　法人税法では、「内国法人がその役員に対して
支給した賞与の額は、その内国法人の各事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」

（法人税法35条）と規定されていました。法人税
法は、法人が役員賞与を商法の規定に基づいて、
利益が確定した後に利益処分として支給した以上、
それは利益の分配であり、法人の損金とはなり得
ないと考えていました。このように税法は、商法を
根拠として、役員賞与は利益の処分であるとして
きましたが、会社法が役員賞与を利益処分ではな
く費用であるとする方向転換を行ったことによって、
法人税法の取扱いの根拠が薄らいできました。
　本年の税制改正では、法人の支給する役員賞
与について見直しが行われ、平成18年４月以後に
開始する事業年度から、非同族法人が、その業務
を執行する役員に対して、利益を基盤として支給
した賞与のうち、法人が費用として損金経理をし
ていること、その算定方法が適正な手続きによって
いること、その内容が報告書で開示されていること
など、一定の要件を満たしている場合には損金の
額に算入できることになりました（法人税法34条）。

　税制改正の背景
　アメリカの税法では、役員賞与の損金算入を上
場企業に限定し、二人以上の社外関係者が参加
して計算した算定方式で決定するとともに、有価
証券報告書において公開開示することなどを条
件として損金算入を認めています。我が国でも、会
社法が役員賞与と役員報酬の区分を事実上なく
したことを契機として、税法においても役員賞与の
損金算入を認めたものです。しかし役員賞与の損
金算入をすべて認めると、企業が意図的に賞与を
膨らませて課税所得を圧縮する事例が多発し、法
人税の納税額が極端に減少する可能性があるの
で、今回の税制改正では適用条件を厳しくして一
部損金算入を認めたものです。
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